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議
案
第
七
十
五
号 

 放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
保
管
に
つ
い
て
一
層
の
対
策
を
求
め
る
意
見
書
提
出
の
件 

  

本
議
案
を
、
福
島
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  
 

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日 

  
 
 
 

福
島
市
議
会
議
長 

粕 

谷 
悦 

功 

様 

  

提 

出 

者 

東
日
本
大
震
災
復
旧
復
興
対
策
並
び
に 

原
子
力
発
電
所
事
故
対
策
調
査
特
別
委
員
会 

委
員
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

粟

野 
 

啓

二 
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あ 

て 

（
別
紙
） 放

射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
保
管
に
つ
い
て
一
層
の
対
策
を
求
め
る
意
見
書 

 

放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
に
基
づ
き
、
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
に
指
定
さ
れ
た
本
市
に
お
い
て
は
、
市
民
の
不
安
を
一
日
も
早
く
解
消
す
る
た
め
、
福
島
市
ふ
る

さ
と
除
染
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
除
染
等
の
措
置
を
実
施
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
除
染
は
、
過
去
に
経
験
の
な
い
業
務
で
あ
り
、
本
市
は
、
市
街
地
や
住
宅
密
集
地
も
多
く
、
仮
置
き
場
の
設
置
も

容
易
で
は
な
い
な
ど
多
く
の
課
題
が
山
積
し
、
本
市
議
会
で
行
っ
た
調
査
に
お
い
て
も
、
除
染
作
業
の
遅
れ
な
ど
の
課
題
が
明
ら
か
と
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
課
題
の
解

決
に
は
、
一
地
方
自
治
体
規
模
で
の
対
応
に
は
限
界
が
あ
る
。 

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
に
規
定
す
る
「
国
は
、
こ
れ
ま
で
原
子
力
政
策
を
推
進
し
て
き
た
こ
と
に
伴
う
社
会
的
な
責
任
を
負
っ
て
い

る
こ
と
に
鑑
み
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。」
と
し
た
法
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
汚
染
状
況
重
点

調
査
地
域
で
あ
る
本
市
除
染
の
推
進
を
図
る
た
め
、
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
保
管
に
関
す
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
一
層
の
対
策
を
講
ず
る
よ
う
強
く

要
望
す
る
。 

一 

放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
仮
置
き
場
と
し
て
、
適
切
な
国
有
地
を
積
極
的
に
提
供
す
る
こ
と 

 

二 

早
期
に
中
間
貯
蔵
施
設
が
設
置
さ
れ
れ
ば
、
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
に
つ
い
て
仮
置
き
場
を
経
ず
に
、
直
接
搬
入
も
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
中
間

貯
蔵
施
設
の
設
置
を
速
や
か
に
進
め
る
と
と
も
に
、
平
成
二
十
七
年
一
月
と
さ
れ
て
い
る
搬
入
開
始
時
期
を
遵
守
し
、
可
能
で
あ
れ
ば
前
倒
し
を
図
る
こ
と 

三 

中
間
貯
蔵
施
設
の
設
置
に
お
い
て
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
搬
入
に
あ
た
り
、
規
模
、
容
積
等
の
不
足
が
生
じ
な
い
よ
う
さ
ら
な
る
精
査
を
行

う
こ
と 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

  
 
 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

福
島
市
議
会
議
長 

 

粕 
 
 

谷 
 
 
 

悦 
 
 

功 

 

 
 

衆

議

院

議

長 
 

 

 
 

参

議

院

議

長 
 

 

 
 

内

閣

総

理

大

臣 
 

 

 
 

財

務

大

臣 
 

 

 
 

環

境

大

臣 
 

 

 
 

復

興

大

臣 

 

（
提
案
理
由
） 

 

国
に
対
し
、
本
市
除
染
の
推
進
に
必
要
な
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
保
管
に
つ
い
て
の
一
層
の
対
策
を
求
め
る
た
め
、
本
意
見
書
を
提
案

す
る
。 
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議
案
第
七
十
六
号 

 汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
に
お
け
る
除
染
作
業
の
迅
速
化
に
資
す
る
マ
ン
パ
ワ
ー
の
確
保
に
関
す
る
意
見
書
提
出

の
件 

  

本
議
案
を
、
福
島
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  
 

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日 

  
 
 
 

福
島
市
議
会
議
長 

粕 

谷 
悦 
功 

様 

  

提 

出 

者 

東
日
本
大
震
災
復
旧
復
興
対
策
並
び
に 

原
子
力
発
電
所
事
故
対
策
調
査
特
別
委
員
会 

委
員
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

粟

野 
 

啓

二 

 



 - 4 - 

あ 

て 

（
別
紙
） 汚

染
状
況
重
点
調
査
地
域
に
お
け
る
除
染
作
業
の
迅
速
化
に
資
す
る
マ
ン
パ
ワ
ー
の
確
保
に
関
す
る
意
見
書 

 

福
島
市
ふ
る
さ
と
除
染
実
施
計
画
に
基
づ
く
本
市
の
住
宅
除
染
の
状
況
は
、
住
宅
除
染
を
計
画
し
て
い
る
福
島
県
内
の
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
に
指
定
さ
れ
た
地
方
自

治
体
の
中
で
も
、
発
注
件
数
は
多
い
も
の
の
除
染
を
進
め
る
上
で
多
く
の
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。 

特
に
、
本
市
を
含
む
福
島
県
内
の
地
方
自
治
体
に
お
け
る
除
染
作
業
の
本
格
化
に
よ
り
、
今
後
一
層
、
除
染
現
場
の
作
業
員
が
不
足
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
計
画
ど
お
り

の
除
染
の
進
捗
に
大
き
な
懸
念
が
生
じ
て
い
る
。 

ま
た
、
膨
大
な
除
染
事
業
を
行
う
に
あ
た
り
そ
の
負
担
は
大
き
く
、
技
術
系
職
員
の
不
足
も
懸
念
さ
れ
る
中
で
、
本
市
に
お
い
て
は
、
除
染
現
場
の
監
理
業
務
の
民
間
委

託
等
で
対
応
し
て
い
る
が
、
除
染
作
業
に
係
る
人
材
の
確
保
と
い
う
課
題
の
抜
本
的
解
決
に
は
、
一
地
方
自
治
体
に
よ
る
対
応
に
は
お
の
ず
と
限
界
が
あ
る
。 

さ
ら
に
、
国
直
轄
で
除
染
を
行
う
除
染
特
別
地
域
の
作
業
員
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
に
よ
り
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
除
染
作
業
に
従

事
す
る
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
の
作
業
員
に
つ
い
て
は
、
空
間
線
量
率
等
の
状
況
が
異
な
る
と
は
い
え
、
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
が
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
状
か
ら
、
除
染
特
別
地
域
に
比
べ
、
現
に
居
住
す
る
住
民
が
多
い
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
に
お
け
る
除
染
現
場
の
作
業
員
の
確
保
が
困
難
と
な
り
、
除
染
作

業
の
停
滞
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
。 

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
に
お
け
る
除
染
作
業
の
迅
速
化
に
資
す
る
マ
ン
パ
ワ
ー
が
確

保
さ
れ
る
よ
う
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
強
く
求
め
る
。 

一 

除
染
現
場
の
作
業
員
不
足
に
対
す
る
抜
本
的
な
解
決
策
を
検
討
し
、
除
染
作
業
の
労
務
単
価
に
つ
い
て
は
、
除
染
特
別
地
域
と
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
に
お
い
て
著

し
い
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
、
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
等
を
含
み
同
一
内
容
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
他
の
公
共
事
業
へ
の
影
響
に
も
十
分
考
慮
し
つ
つ
引
き

上
げ
を
行
う
こ
と 

二 

現
在
行
っ
て
い
る
被
災
自
治
体
へ
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
制
度
に
つ
い
て
、
技
術
系
の
専
門
職
員
の
派
遣
や
増
員
等
に
よ
る
内
容
の
充
実
を
図
る
こ
と 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

  
 
 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

福
島
市
議
会
議
長 

 

粕 
 
 

谷 
 
 
 

悦 
 
 

功 

 

 
 

衆

議

院

議

長 
 

 

 
 

参

議

院

議

長 
 

 

 
 

内

閣

総

理

大

臣 
 

 

 
 

財

務

大

臣 
 

 
 
 

環

境

大

臣 
 

 
 
 

復

興

大

臣 

 

（
提
案
理
由
） 

 

国
に
対
し
、
本
市
を
含
む
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
に
お
け
る
除
染
作
業
の
迅
速
化
に
資
す
る
マ
ン
パ
ワ
ー
の
確
保
を
求
め
る
た
め
、
本
意
見

書
を
提
案
す
る
。 
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議
案
第
七
十
七
号 

 除
染
の
加
速
化
及
び
住
民
の
不
安
解
消
に
向
け
た
除
染
推
進
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
さ
ら
な
る
内
容
の
充
実
等
を
求
め
る

意
見
書
提
出
の
件 

  

本
議
案
を
、
福
島
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  
 

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日 

  
 
 
 

福
島
市
議
会
議
長 

粕 

谷 
悦 
功 

様 

  

提 

出 

者 

東
日
本
大
震
災
復
旧
復
興
対
策
並
び
に 

原
子
力
発
電
所
事
故
対
策
調
査
特
別
委
員
会 

委
員
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

粟

野 
 

啓

二 



 - 6 - 

 

あ 

て 

（
別
紙
） 除

染
の
加
速
化
及
び
住
民
の
不
安
解
消
に
向
け
た
除
染
推
進
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
さ
ら
な
る
内
容
の
充
実
等
を
求
め
る

意
見
書 

 

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
に
公
表
さ
れ
た
除
染
推
進
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
お
い
て
は
、
除
染
の
加
速
化
に
向
け
た
対
策
と
し
て
、
福
島
環
境
再
生
事
務
所
へ
の
権
限
委
譲

や
、
住
民
の
不
安
解
消
に
向
け
た
対
策
と
し
て
、
除
染
効
果
の
発
信
や
除
染
に
関
す
る
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
強
化
等
が
示
さ
れ
、
現
在
ま
で
に
一
定
の
成
果
が
現

れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
本
市
に
お
い
て
は
、
除
染
作
業
や
仮
置
き
場
設
置
の
遅
れ
な
ど
を
例
と
し
て
、
放
射
線
に
関
す
る
正
確
な
情
報
を
市
民
と
共
有
し
、
十
分
な
意
思
疎
通
が
図
ら

れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
が
あ
る
。 

こ
う
し
た
問
題
の
解
決
の
た
め
、
放
射
線
に
対
す
る
理
解
の
促
進
や
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
、
除
染
等
の
措
置
等
に
伴
う
原
形
復
旧
措
置
へ
の
財
源
措
置

等
に
つ
い
て
、
一
層
の
対
策
の
充
実
が
求
め
ら
れ
る
。 

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
の
趣
旨
か
ら
も
、
除
染
の
加
速
化
及
び
住
民
の
不
安
解
消
に
向
け
た
除
染
推
進
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
さ
ら
な
る
内
容
の

充
実
等
の
た
め
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。 

一 

放
射
線
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
、
放
射
線
の
安
全
基
準
に
つ
い
て
一
層
の
調
査
研
究
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
広
く
国
内
外
へ
周
知
す
る
こ
と
を
除
染
推
進
パ
ッ

ケ
ー
ジ
に
明
記
す
る
こ
と 

二 

除
染
に
関
す
る
新
た
な
技
術
の
導
入
に
つ
い
て
、
除
染
効
果
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
除
染
関
係
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
反
映
さ
せ
る
こ
と

と
し
、
そ
の
方
針
を
除
染
推
進
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
明
記
す
る
こ
と 

三 

リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
強
化
の
具
体
策
と
し
て
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
等
の
幅
広
い
広
報
媒
体
を
活
用
し
、
正
確
な
情
報
を
国
内
外
へ
周
知
す
る
こ
と
を
除
染
推
進

パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
明
記
す
る
こ
と 

四 

除
染
等
の
措
置
等
に
伴
う
原
形
復
旧
措
置
に
つ
い
て
、
子
ど
も
の
生
活
環
境
の
み
に
限
定
せ
ず
、
広
く
市
民
が
利
用
す
る
公
共
施
設
等
も
財
源
措
置
の
対
象
と
し
、
そ

の
方
針
を
除
染
推
進
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
明
記
す
る
こ
と 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

  
 
 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

福
島
市
議
会
議
長 

 

粕 
 
 

谷 
 
 
 

悦 
 
 

功 
 

 
 

衆

議

院

議

長 
 

 
 
 

参

議

院

議

長 
 

 
 
 

内

閣

総

理

大

臣 
 

 
 
 

財

務

大

臣 
 

 
 
 

環

境

大

臣 
 

 
 
 

復

興

大

臣 
 

（
提
案
理
由
） 

 

国
に
対
し
、
本
市
の
除
染
作
業
や
仮
置
き
場
設
置
の
遅
れ
な
ど
の
問
題
解
決
に
必
要
な
除
染
の
加
速
化
及
び
住
民
の
不
安
解
消
に
向
け
た
除
染

推
進
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
さ
ら
な
る
内
容
の
充
実
等
を
求
め
る
た
め
、
本
意
見
書
を
提
案
す
る
。 
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議
案
第
七
十
八
号 

 個
人
や
事
業
主
が
独
自
に
実
施
し
た
除
染
費
用
に
つ
い
て
東
京
電
力
に
よ
る
速
や
か
な
賠
償
が
可
能
と
な
る
制
度

の
構
築
を
求
め
る
意
見
書
提
出
の
件 

  

本
議
案
を
、
福
島
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  
 

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日 

  
 
 
 

福
島
市
議
会
議
長 

粕 

谷 
悦 
功 

様 

  

提 

出 

者 

東
日
本
大
震
災
復
旧
復
興
対
策
並
び
に 

原
子
力
発
電
所
事
故
対
策
調
査
特
別
委
員
会 

委
員
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

粟

野 
 

啓

二 
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あ 

て 

（
別
紙
） 個

人
や
事
業
主
が
独
自
に
実
施
し
た
除
染
費
用
に
つ
い
て
東
京
電
力
に
よ
る
速
や
か
な
賠
償
が
可
能
と
な
る
制
度

の
構
築
を
求
め
る
意
見
書 

 

放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
に
基
づ
き
、
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
に
指
定
さ
れ
た
本
市
に
お
い
て
は
、
市
民
の
不
安
を
一
日
も
早
く
解
消
す
る
た
め
、
福
島
市
ふ
る

さ
と
除
染
実
施
計
画
に
基
づ
く
除
染
等
の
措
置
を
実
施
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
除
染
は
、
過
去
に
経
験
の
な
い
業
務
で
あ
り
、
原
子
力
災
害
に
係
る
多
く
の
業
務
を
抱
え
る
本
市
に
お
い
て
、
そ

の
負
担
は
大
き
く
、
作
業
の
遅
れ
も
見
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
、
除
染
を
待
つ
個
人
や
事
業
主
の
中
に
は
、
放
射
線
へ
の
不
安
か
ら
一
日
も
早
い
除
染
を
希
望
し
、
み
ず
か
ら
除
染
を
行
う
場
合
も
あ
る
。 

そ
う
し
た
除
染
費
用
に
つ
い
て
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
に
お
い
て
は
、
必
要
か
つ
合
理
的
な
範
囲
の
除
染
等
を
行
う
こ
と
に
伴
い
、
必
然
的
に
生
じ
た
追
加
的

費
用
等
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
損
害
と
し
て
賠
償
の
対
象
と
な
る
と
し
て
い
る
が
、
東
京
電
力
か
ら
は
、
現
時
点
に
お
い
て
こ
れ
ら
費
用
に
係
る
賠
償
の
方
針
は
示
さ
れ
て

お
ら
ず
、
速
や
か
な
賠
償
が
行
わ
れ
る
状
況
に
は
な
い
。 

一
日
も
早
い
除
染
を
希
望
す
る
個
人
や
事
業
主
等
の
市
民
に
対
し
、
そ
の
費
用
に
つ
い
て
迅
速
か
つ
確
実
に
賠
償
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
れ
ば
、
市
民
の
不
安
の
解

消
に
も
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
、
市
民
の
理
解
と
協
力
の
も
と
、
除
染
の
進
捗
に
も
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
。 

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
個
人
や
事
業
主
が
独
自
に
実
施
し
た
除
染
費
用
に
つ
い
て
、
市
民
目
線
に
立
っ
た
賠
償
基
準
に
よ
り
、
東
京
電
力
に
よ
る
速
や
か
な
賠
償
が

可
能
と
な
る
制
度
の
構
築
を
強
く
求
め
る
。 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

  
 
 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

福
島
市
議
会
議
長 

 

粕 
 
 

谷 
 
 
 

悦 
 
 

功 

 

 
 

衆

議

院

議

長 
 

 

 
 

参

議

院

議

長 
 

 

 
 

内

閣

総

理

大

臣 
 

 

 
 

財

務

大

臣 
 

 
 

文

部

科

学

大

臣 

 
 

経

済

産

業

大

臣 
 

 

 
 

環

境

大

臣 
 

 

 
 

復

興

大

臣 
 

（
提
案
理
由
） 

 

国
に
対
し
、
市
民
の
不
安
解
消
と
除
染
の
進
捗
に
寄
与
す
る
上
で
必
要
な
個
人
や
事
業
主
が
独
自
に
実
施
し
た
除
染
費
用
に
つ
い
て
、
市
民
目

線
に
立
っ
た
賠
償
基
準
に
よ
り
、
東
京
電
力
に
よ
る
速
や
か
な
賠
償
が
可
能
と
な
る
制
度
の
構
築
を
求
め
る
た
め
、
本
意
見
書
を
提
案
す
る
。 
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議
案
第
七
十
九
号 

 実
効
性
あ
る
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
体
制
の
整
備
を
円
滑
に
図
る
た
め
の
措
置
を
求
め
る
意
見
書
提
出
の
件 

  

本
議
案
を
、
福
島
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  
 

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日 

  
 
 
 

福
島
市
議
会
議
長 

粕 

谷 
悦 

功 

様 

  

提 

出 

者 

東
日
本
大
震
災
復
旧
復
興
対
策
並
び
に 

原
子
力
発
電
所
事
故
対
策
調
査
特
別
委
員
会 

委
員
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

粟

野 
 

啓

二 
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（
別
紙
） 実

効
性
あ
る
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
体
制
の
整
備
を
円
滑
に
図
る
た
め
の
措
置
を
求
め
る
意
見
書 

 

本
市
は
、
国
が
平
成
十
七
年
三
月
に
策
定
し
た
災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
災
害
時
要
援
護
者
の
名
簿
作
成
を
義
務
規
定
と
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
作
成
が
進
ま
ず
、
ま
た
、
名
簿
提
供
に
当
た
っ
て
も
個
人
情
報
保
護
法
と

の
関
係
が
十
分
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
本
市
議
会
の
調
査
に
お
い
て
も
、
東
日
本
大
震
災
時
に
は
、
町
内
会
や
消
防
団
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
へ
の

情
報
提
供
は
不
十
分
で
あ
り
、
安
否
確
認
に
は
相
当
の
苦
労
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

ま
た
、
本
市
で
は
、
市
内
四
十
五
カ
所
の
社
会
福
祉
施
設
等
と
協
定
を
結
び
福
祉
避
難
所
を
指
定
し
て
い
る
が
、
災
害
時
要
援
護
者
の
受
け
入
れ
に
当
た
っ
て
は
、
介
護

す
る
職
員
等
の
確
保
が
必
要
で
あ
り
、
災
害
発
生
時
に
は
、
支
援
部
隊
等
の
人
的
支
援
が
重
要
と
な
る
。
さ
ら
に
、
避
難
者
が
安
心
し
て
避
難
生
活
を
送
る
た
め
に
は
、
福

祉
避
難
所
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
等
の
施
設
改
修
や
、
備
蓄
倉
庫
、
多
目
的
ホ
ー
ル
等
の
整
備
及
び
発
電
機
、
非
常
食
、
簡
易
ト
イ
レ
や
簡
易
ベ
ッ
ド
等
の
備
品
の
整
備
が
必

要
で
あ
る
。 

国
は
、
市
町
村
に
対
し
災
害
時
要
援
護
者
の
名
簿
の
作
成
を
義
務
付
け
る
ほ
か
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
改
定
す
る
方
針
を
示
し
て
い
る
が
、
市
町
村
に
お
い
て
災
害
時
要
援

護
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
た
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
体
制
の
整
備
を
早
急
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
市
町
村
が
実
効
性
あ
る
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
体
制
の
整
備
を
円
滑
に
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。 

一 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
定
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
が
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
体
制
を
円
滑
に
構
築
で
き
る
内
容
と
す
る
こ
と 

二 

災
害
時
要
援
護
者
の
名
簿
作
成
や
福
祉
避
難
所
の
改
修
、
整
備
を
含
め
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
体
制
の
整
備
に
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
負
担
す
る
こ
と 

三 

災
害
発
生
時
に
は
、
災
害
時
要
援
護
者
を
介
護
す
る
職
員
等
必
要
な
人
材
を
確
保
で
き
る
よ
う
広
域
的
な
支
援
体
制
を
整
備
す
る
こ
と 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 
 
 
 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

福
島
市
議
会
議
長 

 

粕 
 
 

谷 
 
 
 

悦 
 
 

功 
 
 

衆

議

院

議

長 
 

 

 
 

参

議

院

議

長 
 

 

 
 

内

閣

総

理

大

臣 

 
 

総

務

大

臣 

 
 

財

務

大

臣 

 
 

厚

生

労

働

大

臣 
 
 

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
防
災
） 

 

（
提
案
理
由
） 

 

国
に
対
し
、
市
町
村
が
実
効
性
あ
る
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
体
制
の
整
備
を
円
滑
に
図
る
た
め
の
措
置
を
求
め
る
た
め
、
本
意
見
書
を
提

案
す
る
。 

あ 

て 
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議
案
第
八
十
号 

 

減
容
化
後
の
下
水
汚
泥
及
び
新
た
に
発
生
す
る
下
水
汚
泥
に
係
る
国
の
継
続
的
な
対
応
を
求
め
る
意
見
書
提
出
の
件 

  

本
議
案
を
、
福
島
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  
 

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日 

  
 
 
 

福
島
市
議
会
議
長 

粕 
谷 

悦 

功 

様 

  

提 

出 

者 

東
日
本
大
震
災
復
旧
復
興
対
策
並
び
に 

原
子
力
発
電
所
事
故
対
策
調
査
特
別
委
員
会 

委
員
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

粟

野 
 

啓

二 
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（
別
紙
） 減

容
化
後
の
下
水
汚
泥
及
び
新
た
に
発
生
す
る
下
水
汚
泥
に
係
る
国
の
継
続
的
な
対
応
を
求
め
る
意
見
書 

 

国
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
か
ら
本
市
の
堀
河
町
終
末
処
理
場
内
で
運
転
を
開
始
し
た
汚
泥
減
容
化
施
設
に
お
い
て
、
放
射
性
物
質
の
検
出
に
よ
り
最
終
処
分
が
で
き
ず

場
内
に
一
時
保
管
し
て
い
た
下
水
汚
泥
と
、
施
設
稼
働
後
に
新
た
に
発
生
し
た
下
水
汚
泥
を
混
合
し
、
乾
燥
処
理
に
よ
る
減
容
化
を
図
っ
て
い
る
。 

こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
減
容
化
後
の
下
水
汚
泥
は
、
中
間
貯
蔵
施
設
等
へ
の
搬
出
が
計
画
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
時
期
は
明
確
で
は
な
い
。 

さ
ら
に
、
下
水
汚
泥
に
つ
い
て
最
終
処
分
が
可
能
と
さ
れ
る
基
準
を
満
た
し
て
い
て
も
、
放
射
性
物
質
に
対
す
る
不
安
か
ら
、
そ
の
受
け
入
れ
先
は
無
い
に
等
し
く
、
引

き
続
き
場
内
に
一
時
保
管
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
国
は
、
汚
泥
減
容
化
施
設
で
行
う
減
容
化
の
期
間
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
一
時
保
管
し
て
い
た
下
水
汚
泥
の
減
容
化
が
す
べ
て
完
了
す
る 

平
成
二
十
五
年
度
末
ま
で
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
降
、
新
た
に
発
生
す
る
下
水
汚
泥
に
つ
い
て
の
対
応
は
不
透
明
で
あ
る
。 

ま
た
、
本
市
議
会
の
調
査
に
お
い
て
、
減
容
化
後
の
下
水
汚
泥
が
中
間
貯
蔵
施
設
等
へ
搬
出
さ
れ
な
い
場
合
、
最
長
で
も
平
成
二
十
七
年
三
月
に
は
、
場
内
の
一
時
保
管

場
所
の
容
量
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

国
は
、
新
た
に
発
生
す
る
下
水
汚
泥
に
つ
い
て
も
、
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
の
趣
旨
に
基
づ
き
減
容
化
の
必
要
性
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
場
外
へ
の
早
期
搬
出

を
行
う
べ
き
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
汚
泥
減
容
化
施
設
に
お
け
る
減
容
化
後
の
下
水
汚
泥
及
び
新
た
に
発
生
す
る
下
水
汚
泥
に
関
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。 

一 

減
容
化
後
の
下
水
汚
泥
及
び
新
た
に
発
生
す
る
下
水
汚
泥
の
一
時
保
管
は
、
暫
定
的
な
も
の
と
し
、
国
が
す
べ
て
責
任
を
持
っ
て
場
外
に
搬
出
す
る
こ
と 

二 

新
た
に
発
生
す
る
下
水
汚
泥
を
場
外
に
搬
出
す
る
ま
で
の
間
、
汚
泥
減
容
化
施
設
に
お
い
て
下
水
汚
泥
を
減
容
化
し
、
そ
れ
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費
に
つ
い
て
も
、

す
べ
て
負
担
す
る
こ
と 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

福
島
市
議
会
議
長 

 

粕 
 
 

谷 
 
 
 

悦 
 
 

功 
 
 

衆

議

院

議

長 
 
 

参

議

院

議

長 
 
 

内

閣

総

理

大

臣 

 
 

財

務

大

臣 

     

環

境

大

臣 
 
 

復

興

大

臣 
 

（
提
案
理
由
） 

国
に
対
し
、
い
ま
だ
一
時
保
管
の
状
態
に
あ
る
減
容
化
後
の
下
水
汚
泥
及
び
新
た
に
発
生
す
る
下
水
汚
泥
に
係
る
継
続
的
な
対
応
を
求
め
る
た

め
、
本
意
見
書
を
提
案
す
る
。 

あ 

て 


